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⚫ 本日も、前回に引き続き、来年1月に予定されている長期脱炭素電源オークションの第４回入札に向け
た制度見直しをご議論いただきたい。本日ご議論いただきたい論点は以下のとおり。
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本日御議論いただきたい事項

項目 論点

LNG
論点① 第4回入札のLNG専焼火力の募集量
論点② 供給力提供開始期限

LDES 論点③ 供給力提供開始期限

資本コスト
論点④ LNGとLDESの資本コスト
論点⑤ 全電源の資本コスト

相対契約の規律 論点⑥ 落札電源と他電源のセットでの卸売りの規律



⚫ 脱炭素電源への新規投資を促進するべく、脱炭素電源への新規投資を対象とした入札制度（名称「長期脱
炭素電源オークション」）を、2023年度から開始。

⚫ 具体的には、脱炭素電源を対象に電源種混合の入札を実施し、落札電源には固定費水準の容量収入を原則
20年間得られることとすることで、巨額の初期投資の回収に対し、長期的な収入の予見可能性を付与する。
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（参考）長期脱炭素電源オークションの概要

〈制度のイメージ〉

固定費 可変費

固定費水準の容量収入
（入札価格 ⇒ 落札価格）

収益の約９割を還付

卸市場・非化石市場等からの収入

落札価格の容量収入を原則20年間得る

②収入の期間

入札

X＋α年X年

建設
運転開始

運転建設 廃止
時間

建設費用、
維持費等

収入

収入は市場動向に左右され
予見可能性が低い

①投資判断時に
収入の水準を
確定させたい

②投資判断時に
長期間の収入を確定させたい

金額

〈電源投資の課題〉

〈投資判断に必要な要素〉

広域機関
脱炭素電源への新規投資を対象とした入札を実施し

落札電源・落札価格を決定する

応札

〈落札電源の収入〉①収入の水準

（※）本制度での収入＝落札価格－還付する収益
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（参考）過去3回の落札結果

⚫これまで３回の入札を実施し、脱炭素電源は合計1330万kW、LNG火力は合計1010万kWが落札。

落札 575.6万kW

その他の新設・リプレース
151.5万kW

既設火力改修
82.6万kW

蓄電池・揚水
100→166.9万kW

落札401万kW

蓄電池・揚水
372.8万kW

新設・リプ
レース

6.8kW

募集量
600万kW

募集量400万kW
不落札

脱炭素電源

LNG火力

＜第1回入札＞

募集量224万kW

募集量500万kW

落札 131.5万kW

一般
水力

5.2

既設
火力

9.5

蓄電池
(3～6時間)

75→96.1

落札503万kW

蓄電池・揚水
607.9万kW脱炭素電源

LNG火力

蓄電池・揚水
(6時間～)

75→76.9

既設原発
119.5

既設原発の安全対策投資
315.3万kW

＜第2回入札＞

不落札

募集量293万kW

落札 303.8万kW

落札426.1万kW 不落札

171.2万kW

不落札

＜第3回入札＞

募集量500万kW

脱炭素電源

LNG火力

脱炭素
火力
51.7

LIB・揚リプ
40→81.9

LIB・非LIB・揚水リプ
184.5万kW

既設原発
55.8

非LIB・揚新
40→88.6

その他の新設・リプレース
148.2
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論点① 第4回入札のLNG専焼火力の募集量
⚫ LNG専焼火力については、制度開始当初は、短期的な需給逼迫への対応として、3年間限定で募集を行
うこととしていた。

⚫ しかし、将来の需給バランスや脱炭素技術の進展の不確実性を踏まえ、本年３月の第112回制度検討作
業部会において、第4回 （2026年度）以降も当面の間は募集を継続する方針を議論いただいた。

第112回制度検討作業部会
（2026年3月4日）資料3
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論点① 第4回入札のLNG専焼火力の募集量
⚫ 電力広域的運営推進機関が2025年7月に公表した将来の電力需給シナリオに関する検討会の報告書で

は、2040年において需要が11,000億kWhへ拡大するシナリオ※では、厳気象などを考慮した一定の
予備率確保を前提とすると、経年火力を全て経年リプレース（3,900万kW）してもなお、必要な供給
力が（火力で補完すると仮定すれば）1,600万kW不足する結果となっている。
※資源エネルギー庁が提示している見通しでは、2040年度の電力需要は0.9～1.1兆kWh程度とされている。

⚫ 2040年において需要が11,000億kWhまで増大した場合でも安定供給を担保する観点から、2040年ま
でに3,900～5,500万kW程度のLNG専焼火力の新設・リプレースを目指すこととしてはどうか。

⚫ その上で、火力発電の一般的な建設期間が7年程度であることを踏まえると、2050年カーボンニュー
トラルに向けた脱炭素化を見据え、2040年までに運転開始するためには2033年度頃までに建設を開始
する必要がある。このため、第4回入札（2026年度）からの7年間で合計3,900～5,500万kWの確保
を目指すこととし、年間550万～800万kW/年程度の募集枠を設けることとしてはどうか。

⚫ 足もとでは、世界的なガスタービンへの需要の高まりから、メーカーのリソースがひっ迫し、ガスター
ビンの製造や発電所の建設が長期化する傾向にある。2040年度までに必要な新設・リプレースを実現
するためには、なるべく早期の投資決定や事業着手が重要となっており、これまでの応札量の最大量が
575万kW（第1回入札）であったことも踏まえ、第４回入札（2026年度）では、600万kWを募集す
ることとしてはどうか。その上で、第5回以降は、550万～800万kW/年程度の幅の中で、第4回の応札
状況や今後の電力需要の見通しの変化などを見極めつつ、随時判断することとしてはどうか。



7

（参考）将来の電力需給シナリオに関する検討会の報告書①

• 将来の電力需給シナリオに関する検討会では、需要及び供給力それぞれ一定の幅を持ったモデルケースを設定した上

で、その組み合わせによる需給バランスを複数のモデルシナリオとして提示。

• 2040年において需要が11,000億kWh（2019年比1.2倍）となるシナリオでは、GX/DXの進展に伴う需要増加と

連動して再エネも2019年比2.5倍まで増加、また 原子力についてはkWh比率20％と設定。

出典：将来の電力需給シナリオに関する検討会の報告書（2025年７月９日）

第112回制度検討作業部会
（2026年3月4日）資料3
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（参考）将来の電力需給シナリオに関する検討会の報告書②
⚫ 2040年において需要が11,000億kWhとなるケースでは、経年火力3,900万kWを全てリプレースしてもなお、供
給力が1,300万kW不足する結果となった。

⚫ なお、本検討会における火力モデルケースでは、既に公表されている電源の新設・廃止などを考慮した上で、経年
火力については、過去実績を踏まえて経年45年で廃止と設定され、大ケースではそれらがリプレースされるものと
して設定されている。

出典：将来の電力需給シナリオに関する検討会の報告書（2025年７月９日）

第112回制度検討作業部会
（2026年3月4日）資料3を一部改変
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（参考）電源の立ち上げに要する期間

⚫ 各種調査・環境アセスや、建設に要する期間を踏まえると、火力発電であっても運開までに一定の年数を要する。

（出所）電力・ガス基本政策小委資料やFIT/FIP制度の運転開始期限の年数などを基に作成

脱炭素電源の総事業期間（イメージ） 電力分野の建設工事費デフレーター
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（注）建設工事費デフレーターは2015年度基準

⇒ 脱炭素電源の事業期間は、最大約100年以上に及ぶ長期的なもの
であり、事業者の予見可能性を高めるには、市場環境の整備の検
討とともに、事業期間中の収入・費用の変動に対応した支援策を検
討する必要がある。

⇒ 現行制度では支援価格が20年間固定となっているが、足元の
インフレや賃金上昇などを受けて建設工事費が上昇する中、事
後的な費用の増加に備えた制度を検討する必要。

（出所）国交省HPの建設工事費デフレーターを基に作成。
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第12回 GX実行会議
（2024年8月27日）資料１を一部編集
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論点② LNG専焼の供給力提供開始期限

⚫ LNG専焼は、制度開始当初は、早期に供給力を提供開始できる新設・リプレース案件のみを対象とす
るため、供給力提供開始期限を６年に設定していた。

（出典）第67回制度検討作業部会（2022年6月22日）資料5



11

論点② LNG専焼の供給力提供開始期限
⚫ 第2回入札では、プラントメーカーのリソースのひっ迫に対する懸念を踏まえ、応札案件を安定的に確

保するため、供給力提供開始期限を２年延長し、８年と設定した。

第93回制度検討作業部会
（2024年5月27日）資料3
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論点② LNG専焼の供給力提供開始期限
⚫ こうした中で、LNG専焼は、本日の論点①のとおり、将来の需要増に備え、中長期的に募集枠を設定
していく場合、世界的なガスタービンニーズの高まりも助長して、メーカーのリソースが更にひっ迫す
るおそれがある。

⚫ このため、中長期的に応札案件を安定的に確保するため、 LNG専焼の供給力提供開始期限を、他の火
力電源（水素・アンモニア・CCS・バイオマス）と同様の11年（アセス済の場合7年）に変更することとしてはどうか。

電源種 第4回入札の供給力提供開始期限

太陽光 5 年（法・条例アセス済の場合：3 年）後の日が属する年度の末日

風力、地熱 8 年（法・条例アセス済の場合：4 年）後の日が属する年度の末日

水力
（揚水式を含む）

12 年（法・条例アセス済の場合：8 年）後の日が属する年度の末日
多目的ダム併設型についてはダム建設の遅れを別途考慮

バイオマス専焼・水素混焼のLNG・水素専焼・アンモニア専焼
・LNG専焼の新設・リプレース、

既設火力の改修 （水素・アンモニア混焼、CCS、バイオマス専焼）
11 年（法・条例アセス済・不要の場合：7 年）後の日が属する年度の末日

原子力 17 年（法・条例アセス済の場合：12 年）後の日が属する年度の末日

蓄電池、LDES 4 年後の日が属する年度の末日

LNG 専焼火力 8 年後の日が属する年度の末日
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論点③ LDESの供給力提供開始期限
⚫ 第3回入札から対象に追加したLDES（長期エネルギー貯蔵システム）は、系統から電気を受電してエ

ネルギーとして貯蔵し、必要な時にタービンを回して発電を行う技術である。

⚫ LDESの供給力提供開始期限は、蓄電池と同じ4年としていたが、実際の案件の検討を進めるにあたり、
LDESは蓄電池と異なり、火力発電所と同等以上の敷地面積が必要となり、火力発電所と同等の建設期
間が必要であることが判明してきたため、LDESの供給力提供開始期限を、現行の4年（蓄電池と同
様）から、7年に変更（環境アセスが無い火力と同様）することとしてはどうか。

電源種 第4回入札の供給力提供開始期限

太陽光 5 年（法・条例アセス済の場合：3 年）後の日が属する年度の末日

風力、地熱 8 年（法・条例アセス済の場合：4 年）後の日が属する年度の末日

水力
（揚水式を含む）

12 年（法・条例アセス済の場合：8 年）後の日が属する年度の末日
多目的ダム併設型についてはダム建設の遅れを別途考慮

バイオマス専焼・水素混焼のLNG・水素専焼・アンモニア専焼
・LNG専焼の新設・リプレース、

既設火力の改修 （水素・アンモニア混焼、CCS、バイオマス専焼）
11 年（法・条例アセス済・不要の場合：7 年）後の日が属する年度の末日

原子力 17 年（法・条例アセス済の場合：12 年）後の日が属する年度の末日

蓄電池、LDES 4 年後の日が属する年度の末日

LDES ７ 年後の日が属する年度の末日
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（参考）第3回入札から対象に追加したLDES

（出典）第100回制度検討作業部会（2025年2月26日）資料4

LAESの商用実証プラント
（廿日市エネルギー貯蔵発電所）

（出典）住友重機械工業HP
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論点④ LNG専焼とLDESの資本コスト
⚫ 本制度の応札価格に算入できる資本コストは、電源種毎の供給力提供開始期限の長さによって、電源種
毎に４％～６％に設定している。

⚫ これは、一般的には、建設リードタイムが長い電源種の方が、事業リスクは高くなるため。

第102回制度検討作業部会
（2025年4月23日）資料4
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論点④ LNG専焼とLDESの資本コスト
⚫ 論点②のとおり、LNGの供給力提供開始期限を11年（アセス済・不要は7年）に変更するため、LNG
専焼の資本コストは6％（アセス済・不要は5％）に変更することとしてはどうか。

⚫ また、論点③のとおり、LDESの供給力提供開始期限を7年に変更するため、LDESの資本コストは5％
に変更することとしてはどうか。

建設リードタイム
（供給力提供開始期限）

～5年未満 5年以上10年未満 10年以上

資本コスト
（税引前WACC）

太陽光・風力・地熱（アセス済）
、蓄電池、LDES

4%

太陽光、風力、地熱、
一般水力・揚水・水素・アンモニア・CCS・
バイオマス・LNG専焼（アセス済・不要）、

LNG専焼LDES 5%

一般水力・揚水、
水素・アンモニア・CCS・バイオマス
・LNG専焼、原子力 6%
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⚫ 本制度の応札価格に算入できる「資本コスト」の上限は、5％をベースとし、電源種の建設リードタイ
ムに応じて4％～6％としている。

⚫ この「5%のベース」は、容量市場メインオークションのNetCONEを算定する際の割引率（税引前
WACC）の5％を用いており、これを最初に算定した際の他人資本コストは0.98%であった。

論点⑤ 全電源の資本コスト

第65回制度検討作業部会（2022年5月25日）資料5

第102回制度検討作業部会（2025年4月23日）資料4

2020年度メインオークション需要曲線作成要領
（対象実需給年度：2024年度）
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⚫ 足下では金利が上昇局面に入っており、2025年の金利（日銀の貸出約定平均金利）は1.41%まで上昇
しており、税引前WACCを5%と算定した際の他人資本コスト0.98%※1に比して約0.4％上昇している。

⚫ こうした中で、応札価格に算入できる資本コストのベースを5％のままで維持した場合には、応札事業
者にとっては実質的な収益性が低下し、応札が困難となるおそれがある。

⚫ 落札事業者が適正水準の資本コストを確保できるようにするため、第4回入札における資本コストの
ベースは、5％に足下の金利上昇幅の0.4％を加算して5.4%※2とし、電源種毎に4.4％～6.4％として
はどうか。また、第5回入札以降も、毎年の金利変動を反映して、資本コストを設定してはどうか。

※１ 0.98%は、2020年当時の過去10年間の金利の平均値。今般の資本コストの見直しにおいて、足下の金利を過去10年間の平
均金利とすると、足下の金利上昇を反映できないため、2025年の１年間の金利1.41%との差分で算出している。

※２ 小数点第2位を四捨五入。

論点⑤ 全電源の資本コスト

建設リードタイム
（供給力提供開
始期限）

～5年未満 5年以上10年未満 10年以上

資本コスト
（税引前
WACC）

太陽光・風力・地熱
（アセス済）
、蓄電池
4%4.4％

太陽光、風力、地熱、
一般水力・揚水・水素・アン
モニア・CCS・バイオマス・LNG
専焼（アセス済・不要）、

LDES 5%5.4％

一般水力・揚水、
水素・アンモニア・CCS・バイオ
マス・LNG専焼、原子力

6%6.4％

第4回入札の資本コスト
1.41 
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⚫ 前頁の見直しに伴い、落札価格の自動補正における「金利補正」の式は、第4回入札では右下のとおり
となる。

（参考）落札価格の自動補正

＜落札価格の自動補正（個別補正）の式＞

5.4％＋（X-1年の金利ー入札年度の前年の金利）

ベースのWACC（5.4%）

＜第4回入札の金利補正の式＞



20

論点⑥ 落札電源と他電源のセットでの卸売りの規律

⚫ 自由化されている発電事業において、発電した電気の売り方は、各発電事業者に自由がある。

⚫ 発電事業者は、「運転中で競争力のある電源」、「運転中で競争力に劣る電源」、「休廃止中の電源」、
といった様々な状態の電源を保有する場合には、通常、「運転中で競争力のある電源」の利益で、「運
転中で競争力に劣る電源」や「休廃止中の電源」の費用の一部又は全部を回収している。

⚫ その結果、「運転中で競争力に劣る電源」や「休廃止中の電源」の費用は、当該電源の所在エリアに限
られず、「運転中で競争力のある電源」の電力を購入する幅広い小売事業者が負担している。

発電事業者

小売電気事業者

電源Aの利益の一部を、電源Bや電源Cのコストに充当

運転中の
競争力のある
電源A

コスト9円/kWh

利益3

運転中の
競争力に劣る

電源B
コスト13円/kWh

休廃止中の
電源C
コスト1円

卸契約
統合単価 12円/kWh



長期脱炭素電源オークションガイドライン（改定 2025年8月27日 資源エネルギー庁）
（６）実際の他市場収益の監視方法
実際の他市場収入（kWh 収入および非化石価値収入）を相対契約によって得ようとする場合は、意図的に他市場収益を発生させないよ

うにして還付を回避することを防止するため、その相対契約自体が、次の①と②のいずれかの規律を満たしているか、契約締結時（相対契
約に基づく供給開始前）に監視等委の監視を受ける必要がある。こうした規律が満たされていない場合は、実際の他市場収益の計算は、
「スポット市場の当該エリアプライスの単純平均価格と高度化法義務達成市場の単純平均価格の合計額56」を元に行う。
 ① 無差別規律

中長期的な観点を含め、相対契約において発電から得られる利潤を最大化することが本制度に基づく他市場収益の適切な還付につながる
ことを踏まえ、社内外・グループ内外の取引条件を合理的に判断し内外無差別に電力販売を行い決定された価格となっていること。また、
社内・グループ内に小売部門が存在しない場合及び社内・グループ内の小売部門に販売しない場合には、社外・グループ外同士の取引条件
を合理的に判断し無差別に電力販売を行い決定された価格となっていること。
② 市場価格規律

相対契約の価格も市場価格に影響を受け、最終的には市場価格に収斂することを踏まえると、市場価格の水準に比して不当に低くない水
準以上であれば、第三者へ販売するのと同等の価格で販売していることが推定されるといえることから、当該水準以上であることを基本と
して設定した価格57となっていること。なお、市場価格の水準に比して不当に低くない水準とは、以下のいずれかの価格とする。 
・相対契約の供給期間と同じ長さの過去の市場価格58の平均価格59
・相対契約の契約期間に含まれる各年度の市場価格の平均価格60 

59 例えば、ある時点で５年間の供給期間の相対契約を締結した場合には、その時点における過去５年間のスポット市場の当該エリアプライスの単純平均価格と高
度化法義務達成市場の単純平均価格の合計額（揚水、蓄電池、長期エネルギー貯蔵システム及び LNG 火力の案件は、当該期間のスポット市場の当該エリアプライ
スの単純平均価格のみ）。
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論点⑥ 落札電源と他電源のセットでの卸売りの規律

⚫ 発電事業者が本制度を使い電源を新設した後、当該電源が発電した電気や非化石価値を、市場や相対
契約で販売することが想定されるが、相対契約で販売する場合に、意図的に特定の小売事業者に低い
価格で販売し、他市場収益を発生させないようにすることで、還付を逃れることは適切ではない。

⚫ こうした還付逃れを防止するため、相対契約に対する規律として、「無差別規律」と「市場価格規
律」のいずれかを満たすことをガイドラインで求めている。



22

⚫ こうした前提がある中で、本制度による落札電源が運転を開始し、「無差別規律」により相対契約で電気
や非化石価値を販売していく場合に、ケース１のように落札電源と非落札電源をセット（価格は別々の価
格※1）で卸売りをしたり、ケース２のように落札電源と休廃止電源の費用※2をセットで卸売りをすること
も想定される。 ※1 実際の支払額は、電源毎の稼働実績（kWh）を踏まえて精算を行う。 ※2 定義は後述のとおり。

⚫ このように、落札電源を、非落札電源や休廃止電源とセットで別々の価格で卸売りをする場合、落札電源
の利益を、非落札電源や休廃止電源の費用に充てることは、（当該費用の回収が可能になることで）さら
なる新規投資に振り向ける原資を確保しやすくなるという発電事業の実態に沿っており、制度の趣旨にも
整合的と考えられる一方で、他の電源に不当に利益を付け替えて、意図的に還付逃れを行うことは防止す
る必要がある。

論点⑥ 落札電源と他電源のセットでの卸売りの規律

ケース１（価格は別々に設定）

発電事業者

落札電源A
※本制度で落札
※コスト10円/kWh

電源B
※本制度適用外
※コスト12円/kWh

相対価格
電源A：10円/kWh、電源B：12円/kWh

小売電気事業者

ケース２（休廃止電源の費用とセット）

発電事業者
落札電源A
※本制度で落札
※コスト10円/kWh
（固定5、可変5）

休止電源B
※本制度適用外
※コスト20億円

相対価格
電源A：9円/kWh、電源B：20億円

＜具体的なニーズ＞
非落札電源Bが落札電源Aに比べてコスト高である場合に、落札電源Aと非落札
電源Bの平均単価を前々頁のように統合単価として設定すると、落札電源Aが
行う他市場収益の還付との関係で、コスト回収漏れを生じる場合があるため。

小売電気事業者
＜具体的なニーズ＞
休廃止電源の費用は、通常は卸契約の対象費用に含めるのではなく、前々頁の
ように他電源の利益で回収しようとするが、他電源が「本制度の落札電源」の
場合は、落札電源が行う他市場収益の還付との関係で、休廃止電源の費用を賄
うことが困難となるため。
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論点⑥ 落札電源と他電源のセットでの卸売りの規律

第70回制度検討作業部会
（2022年10月3日）資料5

⚫ 本制度に基づく固定費支援は2027年度から実際に開始され、他市場収益の還付も始まる※ことから、前
頁のようなセットでの販売において、不当な還付逃れを防止する具体的なルールを定める必要がある。

※実際の還付は、対象実需給年度の翌年度に実施



相対価格

問題あり 落札電源A：8円/kWh、電源B：30億円

問題なし 落札電源A：9円/kWh、電源B：20億円
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⚫ 発電事業者が「無差別規律」の下で販売する際に、不当に利益の付け替えが行われると、意図的な還
付逃れとして不適切であるため、ガイドラインに基づき電取委が相対契約締結前の監視を行う際に、
各電源の相対価格の設定根拠を元に、以下（⇒部分）の確認を行うこととしてはどうか。

➢ ケース３のように、落札電源Aの想定利益（相対価格）を不当に下げて、電源Bの想定利益（相対価格）を不
当に上げる ⇒ 落札電源全体の想定利益よりも、非落札電源全体の想定利益の方が大きくない

➢ ケース４のように、落札電源Aの想定利益（相対価格）を下げて、休廃止電源がコストより大きい収入を
得ている ⇒ 休廃止電源がコストより大きい収入を得ていない ※想定利益の定義は、右下参照。

論点⑥ 落札電源と他電源のセットでの卸売りの規律

ケース３（価格は別々に設定）

発電事業者

落札電源A
※本制度で落札
※コスト10円/kWh
（固定5、可変5）

電源B
※本制度適用外
※コスト12円/kWh

相対価格

問題あり 落札電源A： 5円/kWh、電源B： 17円/kWh

問題なし 落札電源A： 9円/kWh、電源B：13円/kWh

ケース４（休廃止電源の費用とセット）

発電事業者

落札電源A
※本制度で落札
※コスト10円/kWh
（固定5、可変5）

休止電源B
※本制度適用外
※コスト20億円

（注）ケース３の問題ありケースでは、落札電源Aは、固定費は本制度の支
援があるため、相対価格を可変費水準まで下げている。これにより、落札電
源Aの他市場収益・還付額は0となるが、これ自体は、安い電源に全小売事
業者がアクセス可能となり、公平性が確保されるため、意図的な還付逃れと
は認められない。しかし、落札電源Aの利益を不当に下げて、電源Bの利益
を不当に大きくする場合は、不当な利益の付け替えによる還付逃れとなる。

落札電源全体の想定利益（円/kWh※1） ： 当該卸契約による想定収入ー可変費※2

※1 本制度に応札可能な送電端kWで発電する想定kWh
※2 固定費は本制度の容量収入で回収するため、考慮せず。可変費は本制度からの容量収入で回収する部分は除く。

非落札電源全体の想定利益（円/kWh※3） ： 当該卸契約による想定収入ー（固定費※4＋可変費）
※3 送電端kWで発電する想定kWh
※4 固定費は、減価償却費、運転維持費及び金利から、容量市場（ﾒｲﾝ・追加）の想定収入を控除した金額。

＜問題あり＞
落札電源Aの還付を減らして、
電源Bの利益を増やしている
（想定利益A＜B）

＜問題あり＞
電源Aの還付を減らして、

電源Bがコストより大きい収入
を得ている

＜問題なし＞
休止電源のコスト
より大きくなってい

ない

＜問題なし＞
想定利益

A≧B
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⚫ 落札事業者が他の稼働中電源Cを保有する場合、本制度がなければ、休廃止電源の費用や非経済電源※の非経済性は、
他の稼働中電源Cも含めた発電事業全体で回収を図るものと考えられる。

⚫ 一方で、本制度を利用した以下のような費用回収のやり方は、意図的な還付逃れであり不適切と考えられる。

➢ ケース６で、落札電源の想定利益（卸価格）の引下げのみにより、休廃止電源の費用を回収すること

➢ ケース５で、セットで販売する非落札電源の中に非経済電源Bが存在する場合、落札電源の想定利益（卸価格）の
引下げのみにより、非経済電源の費用を回収すること

⚫ このため、発電事業全体で適切に費用を回収する観点から、他の稼働中電源の利益も含めて休廃止電源の費用や非
経済電源の非経済性の回収を図ることを条件としてはどうか。
※ 次頁の定義のように、電源単体で販売した場合の想定利益がマイナスとなるコスト高の電源。

論点⑥ 落札電源と他電源のセットでの卸売りの規律

ケース５（価格は別々に設定）

発電事業者

落札電源A
※本制度で落札
※コスト10円/kWh
（固定5、可変5）

電源B
※本制度適用外
※コスト15円/kWh

ケース６（休廃止電源の費用とセット）

発電事業者

落札電源A
※本制度で落札
※コスト10円/kWh
（固定5、可変5）

休止電源B
※本制度適用外
※コスト20億円

電源C
※本制度適用外
※コスト10円/kWh

卸市場
12円/kWh

電源C
※本制度適用外
※コスト10円/kWh

卸市場
12円/kWh

利益利益

相対価格

問題あり 落札電源A：10円/kWh、電源B：20億円

問題なし 落札電源A：11円/kWh、電源B：10億円

相対価格

問題あり 落札電源A：    9円/kWh、電源B： 15円/kWh

問題なし 落札電源A：10.5円/kWh、電源B：13.5円/kWh

＜問題あり＞
電源Bの非経済性を

電源Aの利益の引下げのみ
で回収

＜問題あり＞
休止電源Bの費用を

電源Aの利益の引き下げのみ
で回収

＜問題なし＞休止電源Bの費用は、電源AとCの利益で回収＜問題なし＞電源Bの非経済性は、電源AとCの利益で回収

利益利益
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⚫ 具体的には、その卸契約で回収しようとする休廃止電源の費用や非経済電源の非経済性が、「電源全
体の利益」に占める「当該卸契約における電源の利益」の割合に収まるよう、以下のような限度額を
超えないことを条件としてはどうか。

論点⑥ 落札電源と他電源のセットでの卸売りの規律

落札電源を含む卸契約の対象の稼働中電源の合計年間想定利益

落札事業者が保有する稼働中電源全体の合計年間想定利益
限度額＝（休廃止電源の費用・非経済電源の非経済性) ×

（定義）

• 「休廃止電源の費用」とは、落札事業者が保有し、又は他社と共同開発（落札事業者が運転開始から運転終了まで一定量の受電を行うとと
もに、必要な費用を支払う前提で電源を建設すること。）を行った電源のうち、電気事業法の休廃止届出を行った電源や供給計画において
長期停止とされている電源や既設原発の再稼働前の電源の、年間の減価償却費・維持費・除却費・金利を指す（共同開発電源の場合は落札
事業者の受電比率に応じた費用に限る）。ただし、①事故の処理費用のように、例外的な事象によって発生した費用や、②過去に本制度の
落札電源であり、廃止費用として算入していた金額のように、既に本制度とは別の発電事業者を対象とした費用回収制度（小売経過措置規
制料金は、小売事業としての費用回収制度であるため、含まない）により回収している費用は除く。

• 「非経済電源の非経済性」とは、電源単体で販売した場合の想定利益がマイナスとなるコスト高の電源の、年間の当該想定利益。

• 「稼働中電源」には、休廃止電源（電気事業法の休廃止届出を行った電源、供給計画において長期停止とされている電源、既設原発の再稼
働前電源）やTSO保有電源は含まない。

• 「落札事業者」には、株式・持分50％超を保有する発電事業の届出を行っている子会社を含む。当該子会社の孫会社以下も同様。

• 「想定利益」とは、各電源単体で販売した場合の想定利益（算式は以下）。過去の卸市場価格や相対契約の価格等を元に、事業者が合理的
に算出。子会社・孫会社の電源の想定利益は、株式持分比率に限定。

落札電源の想定利益（円） ： 想定他市場収入（kWh、ΔkW、非化石）ー可変費
※固定費は本制度からの容量収入で回収するため、ここでは考慮しない。

※可変費は、本制度からの容量収入で回収する部分は除く。

非落札電源の想定利益（円） ： 想定他市場収入（kWh、ΔkW、非化石）ー（固定費＋可変費）
※固定費は、減価償却費、運転維持費及び金利から、容量市場（メイン・追加）の想定収入を控除した金額。

※非経済電源の想定利益は、限度額の算定式の分母・分子には含めない。
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⚫ 電取委は、前頁までの内容に従い、相対契約の締結前に求められる規律の確認を行った上で、制度適
用期間における他市場収益の還付額の確認の際には、契約締結前に確認を行った内容（①落札事業者
が保有する稼働中電源全体の想定利益の諸元としての合計kWh、②休廃止電源の合計費用、③非経済
電源の合計非経済性）について、適切に事後監視を行うこととしてはどうか。

⚫ その上で、①～③が、契約締結前の確認の際の説明と大きく乖離するような場合には、将来※の相対契
約の内容を見直すことを求めることとしてはどうか。

※過去の実績まで否定することは、契約の安定性を阻害するため、将来分に限る。

⚫ また、休廃止電源の費用や非経済電源の非経済性が発生しなくなった場合には、自発的に契約の変更
が行われるものと考えられる。他方で、仮に契約を変更せずに、落札事業者が、発生しなくなった休
廃止電源の費用や非経済電源の非経済性の回収を落札電源を利用して継続している場合には、発生し
なくなった年度以降の当該回収分について、他市場収益の計算に加算し、還付を求めることとしては
どうか。

論点⑥ 落札電源と他電源のセットでの卸売りの規律
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発電事業者

電源A
20万kW

※本制度で落札
※可変費8円/kWh

電源B
20万kW

※本制度適用外
※コスト10円/kWh

相対価格
電源A：9.3円/kWh、電源B：10円/kWh

電源C：17億円

小売電気事業者 X

休止電源C

※本制度適用外
※コスト20億円

電源D
20万kW

※本制度適用外
※コスト10円/kWh

市場で売買

小売電気事業者 Y

（参考）不当な利益の付け替えに該当しない事例イメージ①

⚫ 電源A～Cを含む相対契約で回収する休止電源Cの費用17億円は、限度額（休止電源Cのコスト20億円
×30億円/35億円＝17.1億円）を超えていない。（⇒P26の要件はクリア）

⚫ 落札電源Aの想定利益（13億円）よりも非落札電源Bの想定利益（0億円）の方が大きくなっていない。
（⇒P24の要件はクリア）

電源A・B・Dの想定kWhは、それぞれ10億kWh

電源A 電源B 電源D

電源単体で販売した場合の想定利益
（例：市場価格10.5円/kWhと想定）

（P26関連）

25億円
（＝(10.5-8)×10億kWh）

5億円
（＝(10.5-10)×10億kWh）

5億円
（＝(10.5-10)×10億kWh）

電源A～Cを含む卸契約による想定利益
（P24関連）

13億円
（＝(9.3-8)×10億kWh）

※還付後1.3億円

0億円
（＝(10-10)×10億kWh）

－
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発電事業者

電源A
20万kW

※本制度で落札
※可変費8円/kWh

電源B
20万kW

※本制度適用外
※コスト11円/kWh

相対価格
電源A：8.5円/kWh、電源B：10.8円/kWh

電源C：17億円

小売電気事業者 X

休止電源C

※本制度適用外
※コスト20億円

電源D
20万kW

※本制度適用外
※コスト10円/kWh

市場で売買

小売電気事業者 Y

（参考）不当な利益の付け替えに該当しない事例イメージ②

⚫ 電源A～Cを含む相対契約で回収する非経済電源Bの非経済性3億円・休止電源Cの費用17億円（合計20
億円）は、限度額（非経済電源B・休止電源Cのコスト25億円×25億円/30億円＝20.8億円）を超えて
いない。（⇒P26の要件はクリア）

⚫ 落札電源Aの想定利益（5億円）よりも非落札電源Bの想定利益（▲2億円）の方が大きくなっていない。
（⇒P24の要件はクリア）

電源A・B・Dの想定kWhは、それぞれ10億kWh

電源A 電源B 電源D

電源単体で販売した場合の想定利益
（例：市場価格10.5円/kWhと想定）

（P26関連）

25億円
（＝(10.5-8)×10億kWh）

▲5億円
（＝(10.5-11)×10億kWh）

⇒休廃止電源の費用と同様に扱う

5億円
（＝(10.5-10)×10億kWh）

電源A～Cを含む卸契約による想定利益
（P24関連）

5億円
（＝(8.5-8)×10億kWh）

※還付後0.5億円

▲2億円
（＝(10.8-11)×10億kWh）

－

電源Bは、電源Aとのセット販売により、
非経済性▲5億円のうち、3億円を回収
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